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（仮称）養正交流センター整備事業説明会 意見交換記録（要旨） 

 

＜1回目＞ 

日 付：令和 5年 8月 13日（日）10時～11時 

会 場：養正公民館 1階大ホール 

出席者：14人 

１ 

質問・意見 坂上児童館の跡地はどのようになるのか。 

回答 現在坂上児童館が建っている土地は 2区が所有している。建物は、これま

で 2区の公民館と市の児童館が長い間共有してきた。児童館機能の移転に

伴い 2区の公民館になる。 

２ 

質問・意見 養正交流センターの人員配置はどのようになるのか。 

回答 養正交流センターの管理は、現在の養正公民館、坂上児童館と同様に指定

管理者と言って、市が外部の団体に管理をお願いする形で管理を行う予定

である。人員配置は、管理をお願いする仕様書の中で決めることになる。 

３ 

質問・意見 養正公民館前の一方通行の道路は危険ではないか。 

回答 市では道の端にカラー舗装をしている。子ども達は日ごろ通学でこの道を

通っており学校で交通について指導をされている。市では事故の無いよう

にこれからも出来ることをやっていく。 

４ 

質問・意見 交流センターになると駐車場が手狭になるのではないか。 

回答 多治見工業高校のテニスコートの位置をずらして駐車場を確保したり、南

側の民家があった場所に数台分駐車場を確保したりしている。多治見工業

高校の東側に多治見市の市有地があり、今後そこを交流センター駐車場と

して使えよう準備している。 

５ 

質問・意見 大ホールの工事によって広さや場所が変わるか。 

回答 ホール自体のしつらえ、面積等は変わらない。内装や電気設備をこれから

も使っていけるように改修するもので、広さを変えるものではない。 

６ 

質問・意見 遊戯室はどのような活用ができるのか。 

回答 児童館終了後の 18時以降や、児童館の休館日に利用していただける。 

７ 
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質問・意見 北側に駐車場を設けない理由として子どもの出入りが増えるためと断言

しているが、その根拠は何か。 

回答 現在の公民館の機能に児童館機能が統合されることで子どもの利用は今

より増えると考えている。 

８ 

質問・意見 車いすの駐車場を利用した人はどのように館内に入るのか。車いす駐車場

に屋根は設けられるのか。 

回答 現在の施設管理者との打合せの際に駐車場をできるだけ入口に近づけて

ほしいとの要望もあり南側の出入口に目一杯近づけた位置に配置を予定

している。屋根は設けない予定。 

９ 

質問・意見 利用者説明会の際に 2階の間取りが 2パターン示されたが、研修室の配置

が現在と変わらない案が採用されたということか。 

回答 7 月 19 日、20 日に実施した利用者説明会での意見を踏まえ研修室の配置

を現在と変わらない案とした。 

１０ 

質問・意見 児童館遊戯室増築後は、正面玄関付近に車を入れるとバックで車道に出て

いくことになるのか。 

回答 子ども達が利用するため、安全配慮を含め、正面玄関付近に駐車スペース

は設けていない。 

１１ 

質問・意見 高齢者が新聞を読んだり、談話したりするスペースはあるか。 

回答 展示コーナーや図書スペースの中でそういったしつらえを考えていきた

い。 

１２ 

質問・意見 多目的教室は現在 4台調理台があるが同様に確保されるか。 

回答 多目的実習室は、現在、中央に調理台が 4つ設置されているが、今回改修

で調理台 2台を壁面に設置をする事で、中央に空間が出来る。その空間で

会議机等を設置することで調理以外の用途に利用していただくことを予

定している。 

１３ 

質問・意見 児童館機能が統合された後の指定管理者の選定は、しっかり運営できる団

体を選定してほしい。また、行事や様々な取り組みが行えるよう運営行っ

てほしい。 

回答 指定管理者の選定の中で仕様要件の中でしっかりとした指定管理者を選
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定していく。 

１４ 

質問・意見 今年度 4月から子ども基本法が施行され、子どもたちの施策に関してはそ

れぞれの年齢に応じて、当事者である子どもの意見を聞くということが自

治体の責務として入ってきたと思う。計画は大人が進めるかもしれない

が、内容については、子どもたちの意見を聞いてよりよい児童館となるよ

うにしてほしい。 

回答 利用の中で子どもたちの意見を十分に聞きながら進めていく。 

１５ 

質問・意見 川南プロジェクトで市役所本庁舎の跡地利用を考えているようだが、本件

と関係はあるのか。 

回答 本件は 3年以上前から各方面に説明しご意見を伺ってきた。ご意見を伺っ

てきた中にまちづくりに関わっている方にもご意見を伺っており、今回の

設計にも反映されている。 

１６ 

質問・意見 高齢者は、来年の 5月から令和 7年 4月まで行くところがない。近くの地

域が管理する公民館もあるが折衝していない。どうしたらよいか。 

回答 公的な施設であれば市内の近隣の公民館や学習館を利用していただきた

い。地域が管理する公民館は行政側で調整することができないため、各団

体のお付き合いの中で検討いただきたい。 

１７ 

質問・意見 児童館移転後の施設は耐震性がないと聞いているが、利用中に地震がきた

場合、その保証は考えているか。 

回答 児童館機能移転後の施設は第 2区が公民館として使うことになる。その建

物については、これまで児童館として使わせていただき消耗してきた部分

について市で補修することになる。今後、公民館建物をどうしていくかは

所有者である第 2区の判断となる。 

 


